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　国民年金は、日本国内に住所がある２０歳以上６０歳未満の人すべてが加入する制度です。

　届け出を忘れると、将来年金が受け取れなかったり、受け取る金額が少なくなったりする場合がありますの

で、次のようなときには、必ず市役所または連絡所で届け出をしてください。

①２０歳になったとき

※会社員や公務員などでない人

②会社員や公務員でなくなったとき

　６０歳になる前に会社などを退職した人（厚生年金保険や共済年金の被保険者でなくなったとき）

③収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき

　収入が増え、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき（パート収入が１３０万円以上になったとき）

④配偶者が退職したとき

　配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき（配偶者が６５歳に達したときを含む）

社会保険事務所での現金納付の廃止について

　保険料収納事務の効率化と正確性のさらなる向上を図るため、５月から原則として、社会保険事務所の窓口

における現金納付が廃止されました。

　なお、納付書による納付場所は、全国の銀行などの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアです。

※詳細については、美濃加茂社会保険事務所（電話２５・８１８１）へ

  市民課　内線２２３　問

　制度開始に伴って被保険者の皆さんからの保険料は、基本的に年金からの特別徴収（年金からあらかじめ保険

料を差し引く方法）でお支払いいただくことになっていますが、さまざまな事情により特別徴収できない人もみ

えます。

　７月には２０年度の保険料が決定し、次のような通知書などを送付します。対象となる人は、５月末日までに

資格を取得された人です。

【７月に届く通知書】

○４月からの特別徴収に引き続き１０月・１２月・２月も特別徴収でお支払いいただく人

・特別徴収をお知らせする通知書

○１０月から特別徴収でお支払いいただく人

・７月から９月までは月ごとにお支払いいただくための納付書および１０月から特別徴収を開始することをお知

らせする通知書

○特別徴収にならない人

・７月から２１年３月まで毎月お支払いいただくための納付書

○被用者保険の被扶養者であった人で

①１０月から年金でお支払いいただく人

・１０月から特別徴収を開始することをお知らせする通知書

②納付書でお支払いいただく人

・１０月から２１年３月まで毎月お支払いいただくための納付書

【年金から特別徴収されないさまざまな事情（例）】

・年額１８万円以上の年金を受け取っていない人

・介護保険料と合わせた保険料額が年金の２分の１を超える人

・介護保険料が特別徴収となっていない人　などがあります

◇口座振替について

　納付書でお支払いいただく人のうち口座振替を希望される人は、金融機関へ申し込みが必要となります。

ただし、金融機関へ申し込まれた翌月からの振替となります。

※国民健康保険料などが口座振替だった人も再度申請が必要です

  保険課　内線２１７　問
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